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承第１号

香芝市いじめ防止対策委員会規則の制定に関する

報告及び承認について

香芝市いじめ防止対策委員会規則の制定について、次のとおり臨時に代

理したので、香芝市教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代

理に関する規則（ 平成３年教育委員会規則第６号） 第４条第２項の規定に

より報告し、その承認を求める。

令和８年１月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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臨時代理書

香芝市いじめ防止対策委員会規則の制定について、香芝市教育委員会の権限

に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則（ 平成３年教育委員会規則

第６号） 第４条第２項の規定により、臨時に代理する。

令和７年１２月２６日

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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香芝市いじめ防止対策委員会規則

（ 趣旨）

第１条 この規則は、香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する

重大事態再調査委員会条例（ 令和７年条例第４４号） 第１３条の規定に基づ

き、香芝市いじめ防止対策委員会（ 以下「 委員会」 という。 ） の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。

（ 委員長及び副委員長）

第２条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

２ 委員長は、会務を統括する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。

４ 委員会は、委員長以外の委員全員の同意により、委員長を交代させること

ができる。

５ 委員会は、副委員長以外の委員全員の同意により、副委員長を交代させる

ことができる。

６ 前２項の場合において、新たに委員長又は副委員長を選任するときは、第

１項に規定する方法による。

（ 諮問）

第３条 香芝市教育委員会は、委員会への諮問に当たっては、委員会が調査す

べき事項、参酌すべき調査の方法、範囲、期間等の基準及び主に審議すべき

事項について明示するよう努めるものとする。

２ 委員会は、前項の規定により明示された事項及び基準に照らして適切に当

該重大事態に係る事実関係を調査し、及び審議するものとする。

（ 会議）

第４条 委員会の会議（ 以下「 会議」 という。） は、委員長が必要に応じて招

集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集す

る。

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開く ことができない。

４ 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

（ 会議の非公開）

第５条 会議は、非公開とする。

２ 会議の議事については、会議録を作成しなければならない。

（ 関係者の出席等）
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第６条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供その他必要な協力を求めることが

できる。

（ 庶務）

第７条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

（ 委任）

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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議第１ 号

令和７ 年度香芝市教育委員会表彰被表彰者の決定について

令和７ 年度香芝市教育委員会表彰被表彰者の決定について、香芝

市教育委員会表彰要綱（ 平成５ 年１ ０ 月４ 日施行） 第３ 条の規定に

基づき、 委員会の議決を求める。

令和８ 年１ 月２ ６ 日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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